
ごみの分別が正しくない場合は、収集できません。

ごみ収集業者が以下のような貼り紙をしますので、持ち帰って中身を確認の上

正しく分別し、次回の収集に出し直してください。

正しく分別されていない場合は
収集できません

（貼り紙のデザインは、各地域によって異なります。）

※資源ぶつの中に
　燃やすごみが入っていた
※資源ぶつの中に
　燃やすごみが入っていた

□ 燃やすごみに燃やさないごみが入っています。
（金属類・ガラス・陶磁器類・容器類・その他）

□ 燃やさないごみに燃やすごみ・資源ぶつが入っています。
（灰・木炭・貝殻・生ごみ・プラスチック製容器包装・ペットボトル・その他）

□
複数の資源ぶつが入っています。それぞれ分けてください。
空き缶・空きびん・ペットボトル・発泡スチロール（白色）・紙パック・
プラスチック製容器包装・新聞・チラシ類・雑誌・本類・雑紙・段ボール類

□
資源ぶつの対象とならないものが入っています。
紙製容器・保存容器・ジッパー付きポリ袋・バラン・スプーン・フォーク・
ストロー・ヒモ・ハンガー・乾燥剤・びんのキャップ・缶のキャップ・
カップめんのふた・ファイル・CDなどのケース・紙ごみ

□ 汚れていますので「資源ぶつ」として収集できません。

□ フタを開けて中が見えるように出してください。

□ キャップ、ラベル、シールをはずしてください。

□ 発泡スチロール製の色つき、文字・模様が入った容器は
「プラスチック製容器包装」で出してください。

□ 紙類はたたんでバラバラにならないよう、開いて大きさを揃え、
十字にしっかり縛って出してください。

□ 指定ごみ袋（有料）を使ってください。

□ 収入証紙のシールを貼ってください。（粗大用・資源用）

□ ごみ袋は、破れないように出してください。

□ 袋の中身が確認できません。
（全体を囲わないで・中身が見える袋で）出してください。

□ 中身が出ないよう、袋の口をしっかり縛ってください。

□ ４５リットルの袋より大きい袋で出さないでください。

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

このごみは収集できません
正しく分別し、次回の収集に出し直してください。
ご協力をお願いします。

月　　　　日　　　遠軽町役場住民生活課　☎４２-４８１２

このごみは収集できません
〈貼り紙例〉
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